
９月１日以降の生涯学習施設のご利用について 

 

ご利用にあたっては、次の条件を遵守いただくようお願いいたします。 

 

【ご利用条件】 

 １ 発熱や咳などの風邪症状や体調に不安のある方は利用を控えてください。 

 ２ マスクを着用してください。 

 ３ 入館時や活動前には手指消毒をしてください。 

 ４ ３つの密（密集・密接・密閉）を回避してください。 

・「ホール系貸室」については、利用人数が定員の半数以下であること。 

    （上記以外の貸室についても、利用人数の半数以下での利用への協力をお願いします） 

   ・活動中は、お互いの四方の距離を十分確保していただくこと。（１～２ｍ） 

   ・近距離での会話や身体の接触を避けること。 

   ・部屋の換気をこまめに行っていただくこと。 

５ 次に掲げる活動（※１）を行う場合は、利用団体毎に「利用にあたっての感染防止対策」（※

２）を事前に施設に提出いただきます。 

活動中は、この「感染防止対策」を団体内で周知徹底してください。 
 

  ※１ 対象となる活動 

  ・大声での発声、歌唱や声援をともなう活動（例：合唱、詩吟、民謡など） 

   ・マスクを外した状態で行う活動 （例：管楽器、ハーモニカの演奏など） 
 

  ※２ 「利用にあたっての感染防止対策」の主な内容 

   ・利用者の体調管理の徹底 

   ・利用者の出席・参加状況・連絡先の把握 

・定員の半数以下での貸室利用 

・活動の特性に応じた活動中の感染防止対策（マスクが着用できない場合の対策を含む） 

・休憩、換気の頻度 

   ・活動前後における接触感染や飛沫感染を防止するための対策 など 

   （各施設で上記内容を網羅した「参考例」を用意していますのでご活用ください） 

 ６ その他、別紙「施設利用にあたってのお願い」の各項目について遵守してください。 

  

 ただし、以下の活動については引き続きご利用いただけません。 

・「窓のない貸室」及び「調理室」での活動 

・「マイクを使用したカラオケ」及び「会食を目的とした活動」 

 

 施設でもできる限りの対策を行いますが、施設内での感染拡大防止にあたっては、利用

される皆様ご自身での感染防止の取組も必要です。ご理解ご協力をお願いいたします。 
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